
求職者等に対するハラスメントに関する基本方針 

 

１．基本方針 

株式会社シーボン（以下「シーボン」といいます）は、採用に関するあらゆる場面における

「公正な採用選考」を実現するため、求職者等（就職活動中の学生、中途採用応募者、インタ

ーンシップ生等）に対するハラスメントを防止する基本方針（以下「方針」といいます）を定

めました。 

シーボンでは、「公正な採用選考」の実現に向けて、社内において方針を啓発し、周知徹底を

図ります。 

 

２．採用活動に当たって 

(1)「公正な採用選考」を実現するため、以下の 2 点に沿って採用活動を行います。 

①求職者等の基本的人権の尊重 

②適正、能力に基づいた採用基準 

(2)「公正な採用選考」の基本は、以下の 2 点と考えます。 

  ①応募者に広く門戸を開くこと 

  ②本人の持つ適性や能力に基づいた採用基準とすること 

(3)上記を踏まえ、採用活動に当たっては、以下の項目に沿って実施します。 

 ・求職者等に誠実に対応し、採用する立場を利用する言動は行いません。 

 ・求職者等に対して、個人的な事項、性的な事項等の採用と関係ない発言は行いません。 

 ・求職者等の個人情報は採用活動でのみ使用します。 

・求職者等と連絡を取る際はシーボンの公式な連絡先のみとし、個人的に連絡を取る、私

的な接触等はしません。 

・求職者等と直接の接触をする場合は、原則として、勤務時間内に会社施設（本社、工場

等。オンラインを含む）、学校施設、又は当社が指定する面接会場（貸会議室等）のみとし

ます。 

・求職者等に対応する社員に、継続的に啓発教育を行います。 

・求職者等に対するハラスメントの窓口を設置する等して必要な体制を整備し、迅速かつ

適切に対応します。 

・求職者等に対するハラスメントが発生した場合、行為者は社内規則に則り厳正に処分し

ます。 

・ハラスメントの申立をした求職者等に対しては、プライバシーを保護しながら事実関係

を確認し、適切に対応します。申立に対する不利益な取扱いは行いません。 

 

３．相談窓口 

 求職者等に対するハラスメントに関する相談、苦情等は、以下の窓口で受付けます。 

  株式会社シーボン 採用ハラスメント相談窓口 

〒106-8556 

東京都港区六本木 7-18-12 シーボンビル 

E-mail： harassment-recruit@cbon.co.jp 

 

以上 
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